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第１章 木造天守復元の概要 

（１） 計画策定の目的 

■ 史跡の指定と保存活用計画 

慶⾧ 15 年（1610）に尾張徳川家の居城として築城された名古屋城は、明治維新後、陸軍に利用され建
造物が撤去されるなどの改変を受けたが、本丸を中心によく遺構が残されていることから昭和７年（1932）
に史跡指定を受けた。太平洋戦争における空襲により多くの建造物が焼失するも、代表的な近世城郭と
して昭和 27 年（1952）には特別史跡の指定を受けた。 

特別史跡名古屋城跡を後世へ確実に継承するとともにより一層の魅力の向上を図るため、今後の保存・
活用を適切かつ確実に進めていく必要があることから、平成 30 年 5 月に『特別史跡名古屋城跡保存活用
計画』を策定した。 

特別史跡の指定に係る告示内容は、以下のとおりである。 
 

 
■特別史跡指定 

昭和 27 年 3 月 29 日（文化財保護委員会告示第 34 号） 
   文化財保護法第六十九条第二項の規定により、愛知県名古屋市所在の史跡名古屋城跡を特別史跡に

指定した。 
 

説明 尾張を領した徳川義利（のち義直）の居城として、家康は自ら選んでこれを今川氏の古城柳丸
城の地に定め、諸奉行諸大名に命じて、この造営に当らせた。工は慶⾧十五年一月に起り、未
年に至って終えたものの如く、元和二年四月、義利は駿府からここに居を移した。爾後歴代こ
こにあり、海道の押えとして重きをなし、以て明治維新に至った。城地は北から西にわたりて
低地をめぐらす平地を占めていて、南面を底とする梯形状を呈し、その北西部にあたって低地
を背面とした広大な中枢部を置いている。即ち空濠をめぐらし、大手、搦手の虎口に馬出を構
えた本丸を守って、その西から北にかけて御深井丸、塩蔵構を、西から南にかけて西之丸を配
し、東から南東に二三丸を置き、大小天守台、塁濠には堅固な石垣を築いている。而して二之
丸の東に接して御屋形があり、これらの地域の外郭としてあたかも前面を覆うが如くに南部
に三之丸の広大な一劃が設けられ、土壘を築き、空濠をめぐらしている。今次の戦災によって
大小天守閣を始めとして御殿櫓、門等多く失われたがなお厄が免れた建物が占綴して往時の
美観を偲ばしめるものがあり整然とした郭の巧な配置は加藤清正の築いた壯大な大小天守台、
枡形、馬出、塁濠堅牢な石垣と相まってよく旧規を伝え、近世城郭の代表的なものの一つとし
て学術上の価値が極めて高い。 

 

                          （出典：「特別史跡名古屋城跡 指定説明文」（昭和27年(1952)）より） 

■ 本丸整備基本構想 

名古屋城は、明治初期、全国の城が廃城されていく中、姫路城とともに日本の城郭の見本であるとし
て永久保存されることとなった。中でも本丸は、近世期最高水準の技術により築城された名古屋城の象
徴である。残念ながら、戦災により天守や本丸御殿をはじめ多くの建造物が焼失してしまったが、先人
たちの努力により豊富な史資料が残されており、往時の姿に復元することが可能であることから、令和
３年３月に策定した『本丸整備基本構想』において、先に復元した本丸御殿や現存する隅櫓、門などの適
切な維持管理と修復整備ほか、将来的には復元が可能なものは段階的に復元することで、江戸期の本丸
の姿を現代に再現するとした。 

 
■ 木造天守整備基本計画の策定 

近年の本丸では西南隅櫓の修復整備、本丸御殿の復元などを進めてきており、現在は搦手馬出周辺石
垣の解体・修復を行っているところである。次の整備として計画し、基本構想を策定した天守の木造復
元において、特別史跡の本質的価値を構成する要素である天守台石垣等遺構の適切な保存による史跡の
良好な維持と後世への確実な継承とともに、史実に忠実な復元による史跡の本質的価値向上とより一層
の理解促進を図るため、木造天守整備基本計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 計画策定の目的、（２） 特別史跡名古屋城跡の概要 

 

本丸整備基本構想 

近世期最高水準の技術により築城さ
れた名古屋城の象徴である本丸の姿
を現代に再現 

本丸全体の基本理念等や将来の姿
を示したもの 

天守は史跡の本質的価値の向上と理解
促進にとってより大きな効果がある木
造復元とする方針 

木造天守整備基本計画 

 図-1.1.1 計画の位置付け 

特別史跡名古屋城跡保存活用計画 
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⑥ 整備スケジュール 

仮設・準備工事の着手から現天守閣解体、木造天守復元及び天守台石垣の保存及び安全対策工事までの想定整備スケジュールを示す。 
なお、特別史跡の本質的価値を構成する石垣等遺構の確実な保存のため、工事期間中に実施する調査の結果、モニタリング等の状況により、期間が変動することがある。 
 

工事着手 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 
                                        

調  査   

  

  
  

                                                                        

仮設工事 

  

              

  
  

  

  
                

  
  

  
                    

  

            

解体工事 

  
 

  
 

           

                                              

復元工事               

  
     

 

       
 

        

                    

石垣保全工事                                           
  

                                    

 
 
 
 
 
 
  

穴蔵石垣発掘調査 

素屋根 

素屋根観覧施工 

復元過程の公開 素屋根解体 

構台解体・スロープ盛替え 桟橋・スロープ解体 

③ 

復元工事 

天守観覧施工 

天守台石垣の保存及び安全対策工事 

穴蔵土間撤去 

構台・桟橋・内堀保護工※ 

② ① 

①ＥＶ棟解体、②現天守閣解体（地上部）、③現天守閣解体（地下・基礎部） 

準備工事 

（５） 天守整備基本構想 

図-1.5.1 整備スケジュール 

モニタリング（継続して石垣の状況を把握） 

※内堀保護工の実施範囲における被熱等による変状が著しい石垣面に対しては、内堀保護工に先行して、
第２章（１）①Dに整理した「石垣の部分補修」を行う。 
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① 現況

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

（１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

ア 仮設事務所の設置

■ 2018年9月に石垣等遺構調査のため仮設事務所及び作業員詰所を設置

■ 事務所・資材ヤードは天守側に3ｍの仮囲い、それ以外は2ｍの仮囲いを設置し、観覧

客動線と区画し観覧客の安全を確保

イ 石垣等遺構調査

• 2017年 地盤調査（内堀、御深井丸、本丸）

• 2017年 発掘調査（内堀）

• 2018年 石垣調査（天守台、内堀、穴蔵）、レーダー探査（天守台）

• 2018年 発掘調査（小天守台周辺）

• 2019年 発掘調査（追加：内堀）、レーダー探査（内堀底）

• 2020年 発掘調査（御深井丸、小天守台西側）

• 2020年 レーダー探査（追加：天守台孕み出し部）、発掘調査（追加：内堀）

• 2020年 礎石調査

• 2021年 レーダー探査（内堀石垣、追加：小天守西側内堀底）

• 2021年 天守台地盤調査

• 2021年 天守台穴蔵発掘調査

• 2022年 天守台橋台発掘調査

• 2022年 天守台穴蔵石垣背面調査

ウ 石垣のモニタリング

■ 2018年より石垣面、石垣天端等を３次元測量により定期的にモニタリングを実施（工事

期間中は継続して実施）

※調査内容の詳細については「２章 石垣等遺構の保存」を参照

図-7.1.3 現天守閣 南北断面図（小天守・大天守・御深井丸）

特別史跡内における現天守閣の解体及び木造天守の復元工事に際しては、第2章で整理した

石垣面の評価（表-2.1.3）、保存対策の具体的手法（表-2.1.5、図-2.1.7）、遺構の調査成果を踏ま

えて、特別史跡の本質的価値を構成する石垣等遺構の保存を確実に図る仮設計画とする。

なお、工事期間中は、継続的に石垣のモニタリングを実施し、異常を覚知した場合は、速やかに

対処する。

図-7.1.4 現天守閣 東西断面（小天守・小天守西・内堀・鵜の首）

小天守

内堀

鵜の首

大天守

外堀
内堀外堀

御深井丸

小天守

本丸

大天守

西の丸

本丸御殿

仮設事務所
(作業員詰所等)

収蔵展示施設

御深井丸

小天守

調査研究
センター

茶席

礎石展示場所

不明門

外堀

鵜の首

石垣等遺構調査範囲

上記図の範囲

正門

東門

大天守

本丸

御深井丸

内堀

本丸

事務所・資材ヤード

倉庫等

小天守西側

名城公園

図-7.1.1 現況の平面図

図-7.1.2 現況の平面図（敷地全体）
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② 仮設工事（敷地養生、仮囲い、埋戻し、樹木伐採等）

ア 内堀保護工（軽量盛土工）・・・＜本章(1)⑥ア＞

■ 仮設物設置から石垣及び内堀遺構面を保護するため軽量盛土（EPS）で埋める内

堀保護工を設置する。下部は排水・帯水用の砕石層とし、内堀底及び石垣面は土

木シートで保護する。

イ 土のう養生

■ 鵜の首、土橋（不明門）、小天守西側の石垣を保護するため大型の土のうを設置

する

■ 鵜の首西側の石垣（S10）については、濃尾地震後の積み直し境界部（裾部、両端

部）の状況が悪く、変形、変状があるため、両端に接続する南側・北側の石垣を含

めコの字型に大型の土のうを設置する

ウ 外堀の埋め立て養生・・・＜本章(1)⑥ウ＞

■ 外堀に工事動線用の桟橋スロープを設置するにあたりボトルユニットで設置範囲

を埋め、外堀の堀底を保護する

■ 名城公園側石垣に接する場所は土のうを設置し、御深井丸側石垣（S17）は、石垣

裾部の水抜き穴の可能性がある空隙部分の通水性を確保するため、裾部全面に

ボトルユニットを設置し、石垣を保護する

エ 樹木伐採、移植等・・・＜本章(1)⑦＞

■ 仮設物設置のため御深井丸、小天守西側等の樹木を伐採、移植、剪定する。移植

先は御深井丸西側の事務所・資材ヤード内とする

オ その他

■ 仮設物を設置する場所及び資材ヤード、工事車両が通行する範囲には土木シー

ト及び砕石により遺構等を保護する・・・＜本章(1)⑥イ＞

■ 内堀保護工で埋め立てた範囲への進入路として植栽帯を跨ぐための乗入れ養生

スロープを設置する

■ 天守台北側の御深井丸部分を工事ヤードとするため茶席迂回路を設置する

■ 本丸御殿のスロープが工事ヤード内となるため仮設スロープを設置する

■ 夜間の正門からの搬出入を基本とし、西の丸に工事車両用の通路となる西の丸仮

設通路を設置する

■ 西の丸仮設通路は昼間はバリケードを設置して一般観覧者動線を確保する

■ 工事範囲及び事務所・資材ヤードの拡張に伴い仮囲いの盛替え、増設を行う

■ 工事に伴い仮設事務所の北隣に作業員詰所を増設する

小天守

内堀

鵜の首

大天守

外堀 内堀外堀

御深井丸

小天守

本丸

大天守

西の丸

本丸御殿

仮設事務所
(作業員詰所等)

収蔵展示施設

御深井丸

小天守 本丸

調査研究
センター

茶席

礎石展示場所

不明門

外堀

内堀

鵜の首

内堀保護工

樹木伐採・移植等

上記図の範囲

正門

東門

大天守

本丸

御深井丸

乗入れ養生スロープ

作業員詰所

工事ヤード

事務所・資材ヤード

資材ヤード

内堀保護工（軽量盛土工）

軽量盛土工

土木シート・砕石養生
茶席迂回路

本丸御殿仮設スロープ

内堀保護工

樹木伐採・移植等
軽量盛土工

土のう養生

土のう養生

土木シート・砕石
土木シート・砕石

土木シート・砕石

土のう養生

土のう養生

土のう養生

土木シート・砕石養生

内堀保護工（軽量盛土工）

樹木移植先

ボトルユニット埋め立て

土のう養生

昼間ゲート解放

昼間バリケード

ボトルユニット埋め立て

西の丸仮設通路

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

名城公園

図-7.1.7 仮設工事時の南北断面図（小天守・大天守・御深井丸） 図-7.1.8 仮設工事時の東西断面（小天守・小天守西・内堀・鵜の首）

図-7.1.5 仮設工事時の平面図

図-7.1.6 仮設工事時の平面図（敷地全体）

裾部全面に石垣保護の
ボトルユニット設置
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③ 現天守閣解体工事（構台・桟橋スロープ設置、現天守閣解体）

ア 現天守閣解体等

■ 構台、桟橋スロープ設置後、現天守閣（大天守、小天守）及び橋台の塀を解体

■ 大天守、小天守には防音シートを貼った外部足場を設置

■ 大天守、小天守には１階部分に外部足場を設置するための外部足場ブラケットを設置

■ 解体は振動・騒音の少ないワイヤーソー工法等の切断工法とし、切断したピースを揚

重機で吊降ろすブロック解体工法とする

イ 構台・桟橋スロープの設置

■ 作業床（大天守北側と小天守西側）及び工事車両通路の構台を設置。礎石展示場所

においては礎石を避けた位置に構台の基礎を設置

■ 外堀部には北側搬入口となる名城公園の資材ヤードから御深井丸側の構台を結ぶ桟

橋スロープを設置

ウ 工事車両動線

■ 桟橋スロープ、構台工事中は正門からの夜間搬出入とし、桟橋スロープ、構台完成後

は工事完了まで名城公園からの搬出入を基本とする

小天守

内堀

鵜の首

大天守

外堀
内堀

外堀

御深井丸

小天守

本丸

大天守

西の丸

本丸御殿

仮設事務所
(作業員詰所共)

御深井丸

小天守 本丸

調査研究
センター

茶席

礎石展示場所

不明門

外堀

鵜の首

桟橋スロープ

上記図の範囲

正門

東門

大天守

本丸

御深井丸

工事ヤード

事務所・資材ヤード

資材ヤード

構台通路

構台作業床

構台作業床

土のう養生

内堀保護工

桟橋スロープ

土のう養生

構台作業床

構台作業床

大天守解体

小天守解体

橋台の塀解体

大天守解体

橋台の塀解体
小天守解体

外部足場
（防音シート張り）

外部足場
（防音シート張り）

小天守解体

構台通路

外部足場ブラケット

外部足場ブラケット

礎石置場基礎

礎石展示場所基礎の範囲

収蔵展示施設

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

名城公園

構台通路

土のう養生

土のう養生

内堀保護工

構台通路

外部足場
（防音シート張り）

樹木移植先

内堀

昼間ゲート解放

昼間バリケード西の丸仮設通路

図-7.1.9 仮設構台設置完了イメージパース

図-7.1.11 現天守閣解体工事時の平面図（敷地全体）図-7.1.12 現天守閣解体工事時の南北断面図（小天守・大天守・御深井丸） 図-7.1.13 現天守閣解体工事時の東西断面（小天守・小天守西・内堀・鵜の首）

図-7.1.10 現天守閣解体工事時の平面図

裾部全面に石垣保護の
ボトルユニット設置
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特 別 史 跡 名 古 屋 城 跡 木 造 天 守 整 備 基 本 計 画

図-7.1.16 現天守閣解体工事時の平面図（敷地全体）図-7.1.17 木造天守復元工事時の南北断面図（小天守・大天守・御深井丸） 図-7.1.18 木造天守復元工事時の東西断面（小天守・小天守西・内堀・鵜の首）

図-7.1.14 素屋根置完了イメージパース

④ 木造天守復元工事（大天守、小天守、橋台の塀）

ア 木造天守復元

■ 素屋根を設置後、大天守及び小天守、橋台の塀を復元

イ 素屋根の設置

■ 大天守、小天守及び橋台（剣塀）全体を覆う素屋根を設置

■ 大天守素屋根の東側に一般観覧者用に見学スペース等を設置し、出入口は本丸側

に設ける

■ 作業床構台から素屋根内への資材を搬入する

■ 資材揚重は素屋根の天井クレーンの他、素屋根内部に移動式クレーンを配置

ウ その他

■ 名城公園（特別史跡外）の資材ヤードに、木材の調整加工及び一時的に木材を保管

する木材加工場・保管庫（地上１階、延べ床面積約2000㎡）を設置

■ WC改修工事、屋外設備等の工事ヤードを東側に拡張、仮囲いを増設

小天守

大天守

小天守

大天守

小天守

上記図の範囲

正門
東門

大天守

本丸

御深井丸

工事ヤード

事務所・資材ヤード

資材ヤード

素屋根内見学者スペース

大天守復元

小天守復元

大天守復元
橋台の塀復元小天守復元

小天守復元

小天守素屋根

WC改修

天井クレーン

大天守素屋根

天井クレーン

天井クレーン

小天守素屋根

WC改修・屋外設備工事中
の仮囲い拡張範囲

木材加工場・保管庫

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

西の丸

本丸御殿

仮設事務所
(作業員詰所共)

御深井丸

本丸

調査研究
センター

茶席

礎石展示場所

外堀

鵜の首

事務所・資材ヤード

構台通路

桟橋スロープ

土のう養生

構台作業床

構台作業床

収蔵展示施設

名城公園

構台通路

土のう養生

土のう養生

内堀保護工

土のう養生

橋台の塀
復元

素屋根
（小天守）

素屋根
（小天守）

樹木移植先

図-7.1.15 木造天守復元工事時の平面図

内堀

内堀
外堀

内堀
外堀

御深井丸 本丸

裾部全面に石垣保護の
ボトルユニット設置
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特 別 史 跡 名 古 屋 城 跡 木 造 天 守 整 備 基 本 計 画

⑤ 石垣の保存及び安全対策工事

ア 石垣の保存及び安全対策

■ 天守台、内堀、鵜の首、土橋、御深井丸北側外堀面の石垣については、調査結果に基

づき必要な部位について石垣の保存及び安全対策を行う

■ 石垣の保存及び安全対策を行う部位には仮設足場を設ける

イ 仮設物の撤去及び構台スロープの盛替え

■ 大天守、小天守及び橋台の塀の復元工事が完了後、素屋根、構台、内堀保護工、増設

した作業員詰所、木材加工場・保管庫等を撤去

■ 名城公園からの桟橋スロープについては石垣保存及び安全対策工事で継続して使用

■ 御深井丸北側の構台についてはスロープに盛替えて工事車両搬出入通路として使用

■ 石垣保存、安全対策工事完了後、仮囲いや土木シート・砕石養生、仮設事務所等の工

事施設及び茶席迂回路等を撤去

■ 本丸御殿仮設スロープは、本設スロープ復旧後に撤去

大天守

本丸御殿

小天守

上記図の範囲

正門

東門

大天守

本丸

御深井丸

盛替えスロープ

本丸御殿仮設スロープ

構台

石垣の保存及び安全対策工事範囲

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

工事ヤード

資材ヤード

WC改修

本丸御殿

仮設事務所
(作業員詰所共)

御深井丸

本丸

調査研究
センター

茶席

礎石展示場所

外堀

鵜の首

事務所・資材ヤード

桟橋スロープ

土のう養生

名城公園

樹木移植先

昼間バリケード
西の丸仮設通路

図-7.1.20 石垣の保存及び安全対策工事時の平面図（敷地全体）

図-7.1.19 石垣の保存及び安全対策工事時の平面図

西の丸

収蔵展示施設

内堀

裾部全面に石垣保護の
ボトルユニット設置
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特 別 史 跡 名 古 屋 城 跡 木 造 天 守 整 備 基 本 計 画

写-7.1.2 単体のボトルユニットの例写-7.1.1 ボトルユニットによる埋め立て通路の例

写真提供）前田工繊株式会社 写真提供）前田工繊株式会社

⑥ 仮設計画における遺構等保護対策

ウ 外堀の保護対策

表層の泥土等の堆積物を浚渫せずに遺構面を保護する工法として、ボトルユニット工法を採用する。

■ 下部層はネットで割栗石等を包んだボトルユニットを敷き重ねる

■ 名城公園側石垣に接する場所は土のうを設置し、御深井丸側石垣（S17）は、石垣裾部の水抜き穴の可

能性がある空隙部分の通水性を確保するため、裾部全面にボトルユニットを設置し、石垣を保護する

■ 石垣の表面は土木シートにより保護する（空隙部分は土木シートを切欠き通水性を確保する）

図-7.1.25 桟橋スロープとボトルユニットによる外堀保護対策（平面図）

図-7.1.26 桟橋スロープとボトルユニットによる外堀保護対策（断面図）

桟橋スロープ

外堀

仮設構台

石垣

栗石

石垣

名城公園

遺構の砕石養生

名古屋城
御深井丸

外堀
水面

▼

ボトルユニット埋戻

上部砕石敷均し

土木シート
土木シート・土のう

イ 御深井丸及び本丸における遺構保護対策

■ 遺構保護のため構台及び素屋根基礎設置場所には山砂による不陸整正の上、土木シートと十分な厚さの

砕石による保護層を設ける

■ 礎石展示場所においては構台の荷重が直接礎石に載らないように礎石を避けた位置に構台基礎を設置

構台又は素屋根支柱 構台又は素屋根支柱

構台又は素屋根基礎 構台又は素屋根基礎

砕石

表土

構台支柱 構台支柱

山砂

表土

礎石

砕石
土木シート

構台基礎

構台敷桁

不陸整正用の山砂

土木シート

不陸整正用の山砂

図-7.1.23 構台又は素屋根基礎設置部の遺構保護対策 図-7.1.24 礎石展示場所における構台基礎設置部の遺構保護対策

第７章 現天守閣の解体・木造天守復元時における仮設計画 （１）現天守閣解体と木造天守復元に伴う仮設計画

砕石

山砂

軽量盛土層

排水・帯水層

土木シート（透水タイプ）

有孔透水管

栗石

土木シート
（透水タイプ）

（EPS）

軽量盛土材

築石
栗石

必要に応じて不陸整正用山砂

築石

表土層

近世包含層

近世盛土層

土木シート

鉄骨フレーム

鉄板

表土層

近世包含層

近世盛土層

表土層

近世包含層

近世盛土層

空洞

土のう

表土層

近世包含層

近世盛土層

図-7.1.21 内堀保護工の構成と石垣等遺構保護対策 図-7.1.22非接触工法断面イメージ

現天守閣の解体工事、木造天守復元工事のための仮設建築物である素屋根および構台は特別史跡内に設置す

るため、石垣等遺構の保存が確実に図ることができる計画とする。

仮設物の設置によるにる影響検証は本章（3）に示す。

ア 天守台、内堀石垣及び内堀底遺構等への保護対策（内堀保護工）

■ 内堀は軽量で強度のある軽量盛土材（EPS）で埋め、石垣や遺構を保護する

■ EPSは軽量のため降雨時の浸水で浮き上がる等安定性を損なう恐れがあるため、浸水の恐れがある埋戻し部の

下部は砕石とする。併せて、速やかに排水するための有孔透水管を設ける

■ 土木シートにより石垣や堀底の表面を保護する。また、土木シートは砕石層天端にも用い、EPSの下部や側面に

水が溜まらないように透水タイプを用いる

■ EPS下部の敷き均し及び石垣側の不陸均しに山砂を用いる

■ EPS上部には山砂と砕石で養生し上部に構台、素屋根の基礎を設置する

■ 御深井丸側内堀石垣U65、U66をはじめとする内堀保護工の実施範囲における被熱等による変状が著しい石垣

面に対しては、内堀保護工に先行して、第２章（１）①Dに整理した「石垣の部分補修」を行うこととし、さらに石垣

の保護に万全を期すため、変状の程度に応じて内堀保護工が石垣面に直接触れない非接触工法を採用する

(空隙部切欠き)

外堀

外堀

仮設
構台 桟橋スロープ

名古屋城
御深井丸

名城公園

石垣

ボトルユニット埋戻

上部砕石敷均し

土木シート・砕石養生

土木シート・土のう養生

土木シート
(空隙部切欠き)

裾部全面に石垣保護の
ボトルユニット設置
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特 別 史 跡名 古 屋 城跡 木造 天守 整備 基本 計画

第８章 復元計画と活用 （１）復元計画

② 構造計画

はじめに復元原案の構造性能を検討する。検討の結果、復元原案の構造性能が不足する場合には、復元原案

に付加する形で補強計画を行い復元計画とする。補強をする場合はできる限り復元原案の意匠を損なわない構造

補強を図る。

復元する天守は複雑な形状の天守台に支持されているため、天守台の特性を反映させた地震波の作成が必

要にとなる。作成した地震波を構造解析モデルに入力することにより構造性能を検討する。（時刻歴応答解析）

目標とする構造性能を表-8.1.1に示す。復元する天守は伝統的構法を用いた木造であるため、初期剛性は低

いが、大変形まで耐力を保有する構造特性を持つ。構造性能の目標値は、参照する基準に基づき、中地震時

の最大層間変形角を１/６０以下、大地震時の最大層間変形角を１/３０以下とする。また、耐風性能ては極めて

稀に発生する暴風時での最大層間変形角を１/３０以下とする。

１次設計
（中地震時）

２次設計
（大地震時）

暴風時

稀に発生する地震
（数十年に１度程度）

極めて稀に発生する地震
（数百年に１度程度）

極めて稀に発生する暴風
（数百年に1度程度）

震度 震度5強程度 震度6強程度 －

最大層間変形角 1/60 1/30 1/30

土壁
亀裂を生じ、塗り替えが
必要となることがある

大きな亀裂を生じる －

部材応力 短期許容応力度以下 終局強度以下 終局強度以下

支持力 短期許容支持力以下 極限支持力以下 極限支持力以下

安全性 安全に退避できる
生命に重大な影響を

及ぼさない
生命に重大な影響を

及ぼさない

表-8.1.1 建築基準法と同等の構造性能

ア 基本的な考え方

イ 構造性能の検討方法

ウ 目標性能

エ 構造解析モデルの概要

復元する木造天守は軸部材からなる三次元フレ－ムにモデル化する。各部材は軸方向変形、曲げ変形および

せん断変形を考慮している。主な耐震要素である接合部、外壁土壁については実大試験体による構造実験により

把握した耐震性能を以下のようにモデル化する。

・接合部は、めり込みを考慮した回転剛性を評価する。

・外壁土壁は剛性と耐力を合わせたブレース置換によりモデル化を行う。

・側柱通りの竪羽目板壁は、下地に通し貫が2段～3段配置されており、この通し貫の、めり込みを考慮した回

転剛性を評価する。

オ 基礎構造の検討

基礎構造を検討するにあたり、天守台と天守の荷重関係について、その変遷と、木造復元でのあり方・課題を整理し

図-8.1.7に示す。

・文化庁が定める『史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準』を遵守する

・江戸期からの姿を残す文化財である天守台本来の遺構には新たに手を加えないことを原則とし、その上で可能な限り

史実に忠実な復元を行う

・熊本地震での熊本城の被災状況を鑑み、人命の安全確保を第一とし、木造天守は大地震時に安全性が担保できな

い可能性のある天守台で支持しない基礎構造とする

（ア） 基礎構造検討の基本的な考え方

復元する天守は建築基準法と同等の構造安全性を有するものとする。そのために建築基準法第３条を適用し、

指定性能評価機関である一般財団法人日本建築センター（BCJ）による構造安全性について性能評価を受ける。

なお、現天守閣解体後に穴蔵石垣の現状を正確に把握するための調査を行い、その調査結果を踏まえ、天守

台の具体的な修復・整備方法と合わせた構造計画、基礎構造の手法を改めて検討し、その上で確定していくことと

し、ここでは基本的な考え方を示す。

図-8.1.7 天守台と天守の荷重関係の変遷と木造復元天守での課題

■参照する基準、規準、指針

■天守台石垣の現況を踏まえ基礎構造の検討を行う

・江戸期から残る石垣､戦後積み替えられた石垣、新補石材により復元された石垣の範囲など、現状を正確に把握する

・往時の姿に復することを検討する

■大地震時における外部石垣及び内部石垣の崩壊に対する観覧者の安全確保を前提とした基礎構造の検討を行う

■観覧者の安全確保のための防火・避難及び耐震対策、観覧環境、景観に配慮した基礎構造の検討を行う

（イ） 基礎構造の検討例について

【基礎構造の検討にあたっての留意点】
・ 建築基準法、同施行令、国土交通省告示
・ 「 2020年版建築物の構造関係技術基準解説書」 国土交通省住宅局建築指導課他監修 日本建築センター

・ 「重要文化財（建造物）耐震診断指針 2012年」 文化庁

・ 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2010年」 （社）日本建築学会

・ 「木質構造設計規準・同解説 2006年」 （社）日本建築学会

・ 「建築基礎構造設計指針・同解説 2001年」 （社）日本建築学会

・ 「伝統的な軸組工法を主体とした木造住宅・建築物の耐震性能評価・耐震補強マニュアル(第２版)2014年」

（一社）日本建築構造技術者協会関西支部

① 焼失前 ② 現 状 ③ 木造復元天守

※イメージ図 ※イメージ図

石垣に
荷重を
かけな
い構造

天守閣
（SRC造）

石垣

ケ－ソン

石垣石垣 石垣

天守台

天守
（木造）

木造天守
（復元）

石垣

ケ－ソン

石垣

天守入側部を
石垣で支持しない

構造とする

・ 昭和２０年に焼失するまで存在

した木造天守

・ 入側部を含めて天守の荷重は

すべて天守台にかかっていた

・ 戦後再建のSRC造

・ 焼失前の木造天守に比べてSRC造

天守閣の重量が大きいため、石垣

に荷重をかけない吊り構造を採用

し、その荷重はすべて天守台内に

構築したケーソンで支持している

【課題】

・ 天守内の観覧者の安全確保（人命尊重）

・ 入側部を含めて木造天守の荷重を天守台で

支持しない

⇒ 木造天守の荷重をすべて既存ケーソンで

負担する基礎構造が必要

※イメージ図

入側部入側部

上記の「基礎構造検討の基本的な考え方」に基づき、現天守閣解体前であることから穴蔵石垣の詳細な調査が

できていない状況での基礎構造の検討例を次頁の表-8.1.2に整理した。

例Ａには穴蔵外周部の木造天守復元柱の中間に鉄骨柱を追加設置（付加）、また、例Ｂには穴蔵外周部の木造

天守復元柱に替えて鉄骨柱を設置（置換）することで天守台石垣内に基礎構造を設置せず、天守入側部の荷重

を支持する方法の検討例を示した。

例Ｃには江戸期の石垣等遺構の確実な保存を前提とし、穴蔵石垣内部の戦後改変された範囲内に柱状の鉄筋

コンクリ－トの基礎構造を埋設設置し、天守入側部の荷重を支持する方法の検討例を示した。
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特 別 史 跡名 古 屋 城跡 木造 天守 整備 基本 計画

第８章 復元計画と活用 （１）復元計画

（オ） 現天守閣のケーソン基礎

現天守閣はケーソン基礎（図-8.1.9）に支持されているが、石垣等遺構を確実に保存しながら、このケーソン基

礎を撤去することは不可能である。従って復元する天守の基礎として引き続き使用することの可否の検討が必要と

なるが、これまでに実施した調査により以下のことを確認した。

・地中に埋設されており、コンクリ－トの中性化が進んでいないことから十分な耐用年数が期待できる

・コンクリ－トの強度を確認し、構造上の問題がない

・大天守および小天守の直下で地盤調査を行い、現天守閣の再建当時の設計図書にある地盤調査結果と概

ね同等の結果となった。大天守および小天守のケーソンは、柱状図から支持できる地盤に到達しており、安定

している

（エ） 基礎構造の目標性能

上記の方針に基づく基礎構造の検討において目標とする性能を前頁の表-8.1.1に示す。中地震時の部材応力が

短期許容応力度以下、大地震時、暴風時の部材応力が終局強度以下であることを確認する。また、基礎に生じる

支点反力が短期許容支持力以下または極限支持力以下であることを確認する。

（ウ） 木造天守の基礎構造の方針

木造天守の基礎構造の検討については、特別史跡として江戸期からの姿を残す石垣等遺構の確実な保存と、特

別史跡としての本質的価値の向上と理解促進にとってより有意義な天守台の修復及び天守の復元とするために、

石垣等遺構の残存状況及び安定状況を正確に把握することが必須である。

そのため、第2章の図-2.1.8で示した範囲で発掘調査を実施したところ、根石付近には近世の盛土が残り、本来の

姿をとどめているものの、近世期の築石と戦後の積み直し石垣の間に土砂が挟まるなど、積み方に問題がある他、

背面も栗石に代わり土砂が見られるなど、状況が悪いことを把握した。

しかしながら、これまで実施してきた現況把握調査は現天守閣が存立する状態での実施となることから、安全性や

作業環境の確保の制限などにより限界があり、遺構の残存状況及び石垣の安定状況を把握できた範囲は局所的

に留まらざるを得ない状況である。

今回、復元する天守の基礎構造として「木造天守基礎構造の基本的な考え方」に基づき、これまでの現状把握の

調査結果を踏まえて、現時点において実現可能と想定できる検討例を整理したが、具体的な基礎構造の手法は、

現状を正確に把握するための調査を現天守閣解体後に実施し、その調査結果を踏まえた工学的な検証の上、石

垣の安定性、観覧者の安全確保の対策のための具体的な天守台の修復・整備方法と合わせ、改めて検討し、その

上で確定するものとする。

以上より、木造復元天守の重量は現天守閣の重量を超えないことから、ケーソン基礎を引き続き使用して天守

の復元を行うことは可能であると判断した。

図－8.1.9 現天守閣ケーソン基礎平面図・断面図

ケーソン内の空洞 天守台平断面

凡例

小天守 大天守

オ 構造補強

天守に近接する本丸御殿の復元の際に行われた地盤調査結果に基づく模擬地震波により予備解析を行い、復

元原案の構造性能を検討した結果、目標とする構造性能（表-8.1.1）を満足していない。

そこで以下に示す補強方法により、目標とする構造性能を満たす対策を行う。なお、基礎構造が確定した後、改

めて構造解析を行い、その結果に基づき補強方法を改めて検討し、その上で確定するものとする。

図－8.1.8 ダンパ－設置位置の考え方

貫

長押

立面図 断面図

柱 柱 柱

76mm

5
0
0
～

9
0
0
ｍ

ｍ

ダンパー設置
検討場所

（ア） 補強方法

主な補強方法として床板の補強、板壁

内でのダンパ－による補強の方針とする。

■ ダンパ－設置位置の考え方

復元原案の見え掛りに影響を与えないよ

う 粘弾性ダンパ－を板壁の下地部に設置

する。設置部のイメ－ジを右図（図-8.1.8）

に示す。
ケーソン基礎躯体部

コンクリ－ト充填部 ケーソン内の空洞（調査、資料より推定）
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第８章 復元計画と活用 （１）復元計画

歴史的建造物の復元である天守は、復元原案で示す通り、現代の建造物に要求されるバリアフリ－の機能

を有していない。

復元計画においては移動経路の段差解消をはじめとするバリアフリ－対応を図るものとする。

⑤ バリアフリ－

ア 段差解消

（ア） 本丸内苑(地上）～大天守地階１階

観覧ルートにおける本丸内苑（地上）～小天守口御門、小天守奥御門～大天守口御門、大天守口

御門～大天守地階廊下には階段等による段差がありスロ－プを設置することによりバリアフリ－に対

応した移動経路の整備を図る。また、スロ－プ外観は景観に配慮し木仕上げとする。

なお、段差の大きさとスロ－プを設置できるスペ－スの関係から、スロ－プの勾配が、外部で1/15、

内部で1/12を超える部分が生じるが、移動のための補助者を配置するなど運営面の体制を整えて

対応する。

また、復元原案に影響しない範囲で、より実用性のある階段を直接昇降するための可搬式器具等

の採用についても、今後、積極的に検討する。

図-8.1.44 本丸内苑（地上）から大天守地下１階へのスロ－プ平面図 （S.1:200）

スロ－プ

凡例

本丸内苑

大天守地階

小天守地階

UP

UP

UP

UP

・スロ－プ幅員寸法は有効幅員寸法を示す

・小天守口御門・奥御門及び大天守
口御門の蹴放は、常時取り外し
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東面
北面

図-8.1.45 本丸内苑（地上）から小天守口御門へのスロ－プ立面図
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第8章 復元計画と活用 
 

 

（２） 公開活用 

（２）公開活用 

 
名古屋城は特別史跡であると同時に、日本有数の観光地であり、また、市民の憩いの場となる都市公園と

しての役割を備えた名古屋市の象徴的な存在である。世界に向けて広く活用するにあたっては、特別史跡名
古屋城跡保存活用計画において「往時の姿と歴史的価値を正確にわかりやすく伝えるとともに、名古屋城の
魅力を向上させる」ことを基本方針としている。 

この基本方針に基づき、名古屋城においてはこれまでも丁寧な調査・研究とその成果のもと、名古屋城内
の遺構等の保存整備を進め、来場者の遺構等への理解を深める企画・イベントを実施するなど特別史跡名古
屋城跡の理解促進やその周知を図るための情報発信を行ってきた。また、来場者の誘客も図るとともに、城
外における名古屋城に関連する歴史的資源（堀川・四間道地区等）との連携等にも取り組んできている。 

特別史跡としての本質的価値を構成する天守台石垣に加え、本質的価値の理解を促進する史実に忠実に復
元した天守と本丸御殿を一体として公開することにより特別史跡名古屋城跡の価値と魅力はより一層向上
する。さらに、近隣の歴史的資産や文化施設に加えて現在検討が進められている名古屋城博物館（仮称）等
との一体的な活用は、復元した天守や本丸御殿の内部空間を体感して高められた来場者の好奇心等を満足さ
せるとともに特別史跡名古屋城跡そのものの理解をさらに深めて、やがて“城”を通じて見えてくる名古屋の
歴史文化への関心や理解を促進することにつながり、ひいては日本の歴史文化に造詣の深い人材育成にも大
きく寄与するものと考える。引き続きこれまでの取組を進めていくことに加えて、復元する天守を活かすと
ともに、特別史跡名古屋城跡が持つ本質的価値をより理解して、周辺の歴史的資産そして関係地域との連携・
交流を進めるため、下記の取組を進めていく。 

こうした取組を通じて、世界各地から訪れる人々が史実に忠実な往時の城郭とふれあい、我が国固有の歴
史文化を学び体験することができ、また、歴史と文化の資源を活かした地域づくりと名古屋市民の誇りの醸
成につなげていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 完成後の木造天守の公開 

ア 内部公開 

木造天守内に置く展示物等の設置を最小限にとどめて公開する。往時の姿に忠実に復元された木造
天守の内部空間の臨場感を存分に体感しながら、軍事施設である名古屋城の核であり尾張徳川家の威
信を示す天守の意匠や機能、建築技法とその空間を体験できる場や見どころ等をわかりやすく説明す
るとともに映像や音声等の工夫やツアー型の公開を行うなど、名古屋城の本質的価値について詳しい
知識を得られる取組を推進する。 

 

【実施する取り組みの例】 

■専門的知識の研修・教育を受けたガイド等による案内 

■臨場感を失わないようにデジタル技術等を活用した説明・展示機能の整備 

■観覧計画に基づき来場者が円滑に木造天守内部を観覧できる動線の確保 

■江戸時代を追体験できる取り組み 

 

 

イ 木造天守内部や外観の活用 

木造天守内部の雰囲気をより深く堪能できる観覧機会の提供や繰り返し木造天守に来場したくなる
企画・イベント等に取り組む。また、ライトアップ等により名古屋のランドマークとして存在感をよ
り発揮できる外観の活用に取り組むとともに、竣工後の時間の経過に合わせて変化する木造天守外観
の様子を活かす等、名古屋市民が木造天守から歴史の深みや親しみを感じられるような活用を推進す
る。 

 

【実施する取り組みの例】 

■観覧時間外等を利用した観覧機会等の提供 

■普及啓発を目的としたシンボルカラーでのライトアップ等による外観の活用 

 

 

ウ 石垣の活用 

公儀普請によって築かれた名古屋城最大の特徴を示す石垣の眺望確保、遺構の顕在化を図る。 
往時の名古屋城の姿を実感させるとともに、その本質的価値の理解促進のため、近代以降に失われ

た石垣については復元整備等の検討を行う。 
調査研究を継続的に行い、石垣の文化財的価値を明確化する。その成果を広く外部に発信し、名古

屋城の石垣の価値や魅力を伝え、市民の間に、その保護・保全の意識を醸成する。 
他城郭や他機関との連携事業等にも積極的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 
図-8.2.1 名古屋城内遺構等の一体的な活用により生まれる効果の広がり 
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